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吹 田 市 





議案番号 部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

議案第１号 都市計画 5 マンションの管理に関する条例の他市の制定状況・内容 竹 村

議案第１号 都市計画 6 マンション管理の適正化の評価基準 竹 村

議案第１号 都市計画 7 令和５年度（2023年度）届出制度のスケジュール 竹 村

議案第１号 都市計画 8 マンションの地域別戸数一覧 村 口

議案第１号 都市計画 9 これまでのトラブルの具体的な内容 村 口

議案第１号 都市計画 10
これまでの問題解決のためのフローチャートと条例制定後のフローチャー
ト

村 口

議案第１号 都市計画 11 条例の対象となるマンション数と管理の適正化を推進する内容の詳細 矢 野

議案第２号 都市計画 12 過去３年間における空き家の苦情等の件数（長屋・戸建て等の別） 後 藤

議案第２号 都市計画 13 空き家対策のフローチャート 後 藤

議案第２号 都市計画 14 空家等、法定外空家等のエリア別把握件数 斎 藤

要求委員名





吹田市 豊島区 墨田区 板橋区 東京都 川口市 所沢市 名古屋市

公布

令和５年
(2023年)
３月

（予定）

平成24年
(2012年)
12月

平成28年
(2016年)
12月

平成29年
(2017年)
12月

平成31年
(2019年)
３月

令和２年
(2020年)
12月

令和３年
(2021年)
12月

令和４年
(2022年)
３月

施行

令和５年
(2023年)
７月

（予定）

平成25年
(2013年)
７月

平成29年
(2017年)
４月

平成30年
(2018年)
７月

令和２年
(2020年)
４月

令和４年
(2022年)
４月

令和４年
(2022年)
４月

令和４年
(2022年)
10月

区分所有者等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理組合 〇 × × × 〇 〇 〇 〇

管理業者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

分譲事業者 〇 × × 〇 〇 × 〇 〇

宅地建物取引業者 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ×

分譲前の
届出制度

〇 × × 〇 × × 〇 〇

管理状況
届出制度

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ﾏﾝｼｮﾝの概要 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理者等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理規約 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

総会開催 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理費 〇 〇 × × 〇 〇 〇 ×

修繕積立金 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇

修繕工事履歴 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

長期修繕計画 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

修繕費積立方法 〇 × × × × × 〇 〇

耐震性 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

指導 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

勧告 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

公表 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇

指
導
等

議案第１号参考資料

都市計画部住宅政策室

制
定
時
期

責
務

届
出
種
別

届
出
項
目

　マンションの管理に関する条例の他市の制定状況・内容
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議案第１号参考資料 

都市計画部住宅政策室 

  

マンション管理の適正化の評価基準 

 

 

マンション管理適正化法第 5条の 2に基づき、管理組合＊の管理者等＊に対して助言、指

導及び勧告を行う際の判断基準の目安は、下記の事項が遵守されていない場合とします。 

 

（１）管理組合＊の運営 

 ①管理者等＊が定められていない 

 ②集会＊が開催されていない 

（２）管理規約＊ 

 ①管理規約＊が存在しない 

（３）管理組合＊の経理 

 ①管理費＊と修繕積立金＊の区分経理がされていない 

（４）長期修繕計画＊の策定及び見直し等 

 ①修繕積立金＊が積み立てられていない 

（５）その他 

 ①建物の劣化や損傷により第三者に危害を及ぼすおそれがあるにもかかわらず早急に

点検、修繕されない 

 

 

※令和４年（2022年）策定「吹田市マンション管理適正化推進計画」Ｐ.50より抜粋 

助言・指導・勧告の判断基準 
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４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

周
知
期
間

届
出
期
間

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

周
知
期
間

届
出
期
間

督
促
・
助
言
・
指
導
等

　
※
吹
田
市
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
：
令
和
５
年
（
20
23
年
）
７
月
１
日
施
行
予
定

【
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
事
項
届
出
制
度
】

【
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
状
況
届
出
制
度
】

議
案
第
１
号
参
考
資
料

都
市
計
画
部
住
宅
政
策
室

令
和
５
年
度
（
2
0
2
3
年
度
）
届
出
制
度
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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（
単
位
：
戸
）

山
田

・
千

里
丘

2
0
,
1
9
1

J
R
以

南
片

山
・

岸
部

豊
津

・
江

坂
・

南
吹

田
千

里
山

・
佐

井
寺

戸
数

1,
38

6
4,
70
4

10
,8
64

9,
30
7

マ
ン

シ
ョ

ン
の

地
域

別
戸

数
一

覧

議
案
第
１
号
参
考
資
料

都
市
計
画
部
住
宅
政
策
室

1
1
,
1
9
1

5
7
,
6
4
3

令
和
3
年
（
2
0
2
1
年
）
1
2
月
現
在
 

千
里

N
T
・

万
博

・
阪

大
合

計
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（単位：件）

マンション管理相談の内容
令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

管理組合運営 6 3 11

日常生活 1 1 0

管理費・修繕積立金・滞納 5 1 3

建物・設備の維持管理 4 4 9

管理会社・管理委託 3 2 6

建替 0 1 0

計 19 12 29

議案第１号参考資料

都市計画部住宅政策室

これまでのトラブルの具体的な内容
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議案第１号参考資料 

都市計画部住宅政策室 

 

これまでの問題解決のためのフローチャートと条例制定後のフローチャート 

 

これまでのフロー 

 

 

相談会 

  

 

自主改善 

 

 

解 決 

 

 

管理不全 

 

 

条例制定後のフロー 

 

 

相談会                         届 出 

アドバイザー派遣       ※対象：675管理組合（令和３年(2021年)12月時点） 

 

 

     自主改善            届出なし  管理不全の兆候あり 

 

管理不全          助言・指導 

 

フォローアップ       勧 告 

  

 

                  解 決 

 

 

 

適切な管理 
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議案第１号参考資料 

都市計画部住宅政策室 

条例の対象となるマンション数と管理の適正化を推進する内容の詳細   

新築マンション管理事項届出制度 

 

 

マンション概要届出 

届出なし 

助言・指導 

勧 告 

 

建築確認申請 

管理内容届出 ※分譲 30日前まで 

届出なし 

助言・指導 

勧 告 

                    分 譲                       

 

 

マンション管理状況届出制度 

 

相談会                         届 出 

アドバイザー派遣       ※対象：675管理組合（令和３年(2021 年)12月時点） 

 

 

     自主改善            届出なし  管理不全の兆候あり 

 

管理不全          助言・指導 

 

フォローアップ       勧 告 

 

                解 決 

 

適切な管理 

開発事前協議 
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議
案
第
２
号
参
考
資
料
 
 

都
市
計
画
部
住
宅
政
策
室
 
 

 

過
去
３
年
間
に
お
け
る
空
き
家
の
苦
情
等
の
件
数
（
長
屋
・
戸
建
て
等
の
別
）
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議
案
第
２
号
参
考
資
料

 
 

都
市
計
画
部
住
宅
政
策
室
 
 

空
き
家
対
策
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
 

 ＜
通

報
や
相

談
の
あ
っ
た
物
件
の

対
応
＞
 

 
職

員
が
現

地
調
査
を
行
い
、
空
家
等
に
該
当
す

る
も
の
に

は
文

書
等

で
管
理

に
関
す
る

情
報

提
供

や
助
言

・
指
導
を
実
施
し
ま
す
。
 

  

＜
特

定
空
家

等
に
対
す
る
措
置
の
流
れ
＞
 

    

  

（
１

）
助
言
・
指
導

 
 
 
 

（
措
置
の
期
限
 

 
 
 
 

：
2.
5
か

月
程
度

）
 

（
２

）
勧
告
 
 
 
 
 
 
 

（
措
置
の
期
限
 
 
 
 
 

：
2.
5
か

月
程
度

）
 

（
３

）
命
令

の
事
前
通
知
 
 

（
意
見
書
提
出
期

間
 
 
 

：
0.
5
か

月
程
度

）
 

（
４

）
命
令
・
戒
告

 
 
 
 

（
措
置
の
期
限
 
 
 
 
 

：
2.
5
か

月
程
度

）
 

（
５

）
代
執

行
令
書
の
通
知
 

（
動
産
の
搬
出
等

の
期
間
 

：
1
.0

か
月

程
度

）
 

（
６

）
行
政

代
執
行
 
 
 
 

（
所
有
者
へ
費
用

請
求
）
 

2
.
5
か
月
 

▼
 

2
.
5
か
月

 

▼
 

0
.
5
か
月
 

▼
 

2
.
5
か
月
 

▼
 

1
か
月

 

▼
 

勧
 
告

 
命
令
の
 

事
前
通
知

 
命
令
・
戒
告

 
代
執
行
書
の
 

通
知

 
行
政
代
執
行

 
助
言
・
指
導

 

固
定
資
産
税
等
の

 

特
例
解
除

 

所
有
者
へ

 

費
用
請
求
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議
案
第
２
号
参
考
資
料

 
 

都
市
計
画
部
住
宅
政
策
室
 
 

 

空
家
等
、
法
定
外
空
家
等
の
エ
リ
ア
別
把
握
件
数
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
令
和
５
年
（

2
0
23

年
）
１
月
末
現
在
）
 

※
各
区
分
の
総
数
は
、
平
成

30
年
度
（

20
18

年
度
）
に
実
施
し
た
空
家
等
実
態
調
査
に
よ
る
件
数
を
ベ
ー
ス
に
、
苦
情
・
相
談
等
に
よ
る
現
地
調
査
の
 

結
果
を
反
映
し
た
も
の
。
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